
参考資料１

農林水産省告示（重要な形質）の制定について

平成28年1月20日に開催された種苗分科会の答申を踏まえ、平成28年３

月10日付け農林水産省告示第734号で平成20年４月１日付け農林水産省告

示第534号（種苗法第２条第７項の規定に基づき重要な形質を定める件）

の一部を改正し、同年４月１日から施行。

（参考）

品種登録ホームページ：http://www.hinsyu.maff.go.jp/
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